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 30. 全国生協労働組合連合会（生協労連）（東京、ヒアリング実施日 2011.7.13） 

 

1. 組織概要 

組合員数：69,040 人（2011 年暫定集計値）。組織範囲：生協及び生協関連で働くなかまを組

織。組織構成：全国 7 地連（北海道・東北・関東・東海・関西・中四国・九州）、170 単組

が加入。専従者：全国の一定規模以上の地域生協労組を中心に配置。上部団体：全労連。 

 

2. ハラスメントの発生状況等 

加盟組合で行ったいくつかのアンケートの結果から、従業員の約 15～20%がハラスメント

が「ある」ないし「受けたことがある」と感じていると思われる（後掲資料参照）。 

全体的には上司からのパワハラが圧倒的に多く、典型的な加害者は店長等であるが、パー

ト労働者・アルバイトに対するハラスメントは、職場の同僚が加害者のケースが多いとする

アンケート結果もある。また、正規従業員から委託先の従業員に対するもの、パートからア

ルバイトに対するもの等、多様な当事者類型があり、取り組む対象としては、典型的な「パ

ワー・ハラスメント」よりも少し広げていかなければならないと考えている。 

女性部会によるアンケートでは、「ここ 1 年間でパワハラを受けたことがありますか」に

ついて、2005 年は 9.8%、2006 年は 7.2%、2007 年は 9.9%があると回答。関東地連による

2007 年のアンケートで「言葉の暴力がある」は正規職員で 21.6%、非正規職員で 15.6%。

男女共同参画委員会が実施した「セクハラ＆パワハラ調査」では、「パワーハラスメントを

体験もしくは見聞きした」は男性正規職員で 20.0%、女性正規職員で 24.7%、女性パート職

員で 15.7%という結果になっている。 

 

3. ハラスメント発生の背景・原因と考えられるもの 

・教育不足、人材育成の視点の欠如 

企業間の競争が激化するなかで、管理者への教育が追い付かず、求められるマネジメン

ト・スキルに対応できない状況が起こる。また、管理者も成果・業績について経営側から強

い圧力をかけられて、部下に対しても同様の態度で臨む、部下の悩みを聞く余裕がない、と

いうことになる。結果として、人材を育成するという視点を持たずにマネジメントをするこ

とになり、パワハラにつながる。 

 

・行為者等の認識の低さ 

パワハラの行為者は、自分の育ってきた職場環境と現在の職場環境における価値観の変化

に気づかない、もしくは対応できていない。また、職権というパワーに上司が無頓着である

こと、もしくは半分気づいていながら、そのパワーを利用していることもある。一方、パワ

ハラを受けている側も、啓発不足のためにパワハラとの認識を持たず、メンタルヘルスの問
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題を抱えるようになってしまうこともある。 

 

・行き過ぎた成果主義的賃金・評価制度 

「共済（加入者獲得）の数字で人生が決まる」という声が出るほど、職場では数字が全て

と受け止める傾向が強くなっている。上司も部下も課題を達成することに精いっぱいで、コ

ミュニケーション不足もあり、人間関係が希薄になり、助け合おうという職場風土（チーム

ワーク）がなくなってきている。チームで仕事をするのに、評価・責任は専ら個人単位で計

られるという矛盾がある。 

 

・雇用形態・処遇の多様化による処遇の違い 

雇用形態・処遇の多様化による、多様な「上下関係」の発生に基づく「労働者の分断」が

発生している。同種の仕事にもかかわらず処遇に格差が存在することが、職務権限上の上下

関係にかかわらず労働者間の格差意識を醸成し、同僚間のハラスメントの典型的要因となる。 

 

4. ハラスメント対策導入の経緯・意義 

・ハラスメント問題の顕在化 

生協労連の安全衛生委員会である「いのちと健康を守る対策委員会」が担当する 2006 年

の交流会で、職場のハラスメントの実態に関する声（例：達成目標が達成できなかった職員

に、ミーティングの席で「足手まといの歌」を歌わせる）があがったため、これに関する問

題提起および啓蒙の必要性を実感した。 

 

・人権問題としての意義 

何より、ハラスメント＝人権問題という認識を持っている。労働組合は「（労働者の）人

権の砦」である。ディーセント・ワークの実現のためには、その担い手として労働組合が頑

張らないといけないと考えている。 

 

・メンタルヘルス対策 

メンタル不全の背景にはハラスメントがあると考えている。ハラスメント対策は、メンタ

ル不全の防止、ひいては労働者の（心の）健康を守る上で、重要な課題であると考えている。 

 

・経営上の観点 

ハラスメントが横行する現場は、労働者のモチベーションおよびモラールが低下し、経営

にも悪影響を与えると考える。会社の経営という観点からみても取り組むべき課題である。

しかし、経営側はまだこのような認識が不十分であるため、こうした意義について認識して

もらえるよう働き掛けていくことが大事と考えている。 
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5. ハラスメント対策の具体的内容 

・「いのちと健康を守る交流会」（以下、交流会）を通じた情報共有・意見交換 

ハラスメント問題に特化した 1 泊 2 日の「STOP パワハラセミナー」（識者の講演、ビデ

オ研修、先進的取り組み事例の紹介）等を実施。全国の加盟単組から約 40 名参加。またそ

れ以降の交流会でも毎年、パワハラを分科会で取り上げ、ハラスメントの定義やハラスメン

トが起こる背景等の情報共有、単組の事例・取組みに関する意見交流を行っている。 

 

・パワハラに関する各種調査の実施 

女性部会は、2005 年から 3 年間にわたって、パワハラの認知度と被害の実態についてア

ンケートを実施。関東地連や男女共同参画委員会でも「言葉の暴力」や「パワハラ」に関す

るアンケート調査を行っている（後掲資料参照）。 

 

・労働安全衛生ハンドブックを通じた啓発 

2010 年に作成・配布した労働安全衛生ハンドブック「あなたの職場の救急箱」で、ハラス

メントの背景や、撲滅のために何をしたらよいか等を記して啓発している（後掲資料参照）。 

 

・「パワハラ防止ガイドライン」を作成中 

現在、いのちと健康を守る対策委員会において、「パワハラ防止ガイドライン」を作成中

であり、将来的にはこれを用いて、各単組において、①経営側に春闘のときに要求書として

提出をする、②単組における学習材料とする等の活用を促す予定である。 

 

6. 今後の課題 

・日常の組合活動における、組合と労働者との信頼関係の醸成 

女性部会のアンケートによれば、ハラスメントを受けた際、我慢した労働者が圧倒的に多

く(44.7%)、また、実際辞めてしまう人も多いと思われる。何かあったときに労働者が相談で

きるように、日頃から労働組合と労働者との間で信頼関係を醸成することが大事だと考えて

いる。 

 

7. 行政等への要望 

・ガイドライン・指針の作成～長期的には法制度化を 

ハラスメントはグレーゾーンが多く、定義を示すのは難しいであろうが、短期的には、指

針等で最低限のあるいは抽象的な基準を示し、長期的には具体的な法制度化を望む。 

・業界・経営者団体及び労働者団体の取組み 

行政だけでなく、業界あるいは経営者団体としても、ハラスメントに関する情報の共有お
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よび公表・発信をしてもらいたい。それから、労働者の上部団体もしっかりこの問題に気付

いて取り組んでほしい。 

 

・企業及び学校教育における人権教育の充実 

 ハラスメントは人権問題ととらえている。学校や企業はいじめやハラスメントを人権問題

としてしっかり教育していく必要があるのではないか。 
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